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★無駄な公共事業を無くし、福祉・集会施設をつくろう！
★安心して子どもを産み、育てられる街にしよう！

★情報公開を進め、市政をみんなのものにしよう！

酒井たかえ

奈良県警察が作成し、３月の県議会で可決
（※以された「奈良県少年補導に関する条例」

は 全国で初めて 補下 少年補導条例 とする「 」 ） 、 「
導」の根拠を定めた条例となりました。

「正当な理由がなく、学校を欠席、早退、
若しくは遅刻する行為」を不良行為と明記す
るなど、解釈のしようによっては非常に危険
で、警察による不当な権限行使が危惧されま

（自衛隊す。昨年 月の「立川ビラまき事件2
イラク派遣に反対するビラを自衛隊官舎の郵便受けに

入れたことが住居不法侵入にあたるとして、東京都立

川市の市民団体の市民３名が警視庁立川署に逮捕され

にみられるように、警察権力が強また事件）」
った象徴だと受け止めているのは、私・酒井
だけではないと思います。この条例が通った
ことで、右に倣えで他の自治体にも広がって
いく可能性が大です。日本弁護士連合会の反

、 、対声明や 近畿弁護士連合会の反対決議など
様々な団体・個人が反対表明を続け、東京か
らもマスコミが多数詰め掛け、大きな問題と
して報道が過熱しています。

酒井が代表をしている「奈良市を見まもる
会」も３月、奈良県議会議長宛に①の『 奈「
良県少年補導に関する条例（案 」について）
の要望書』を提出し、全県議会議員の方々に
郵送でコピーをお送りしました。今井光子議

員から暖かいお返事や、梶川虔二議員から情
報提供のご協力を頂きました。

条例可決後は、県知事に②の『 奈良県少「
」 』年補導に関する条例 についての公開質問書

を５月に提出しました。回答期限の日、青少
年課よりお電話があり「知事はマスコミや様
様な所で条例について発言しており書面での
回答は行わない」等のご回答でした。

「奈良市を見まもる会」は今まで様々な公
開質問書を出す活動をしてきましたが、知事
からは必ずご回答を期日までに頂いてきまし
た。書面でのご回答が頂けないというのは本
当に驚きで、よほど今回の条例のことは知事
は発言したくないとお思いかと思いました。

今回の条例については県内の各首長も様々
なご意見をお持ちのはずで、ぜひ発言して条
例凍結にお力をお貸し頂きたいと思い、③の
『 奈良県少年補導に関する条例」について「
の要請書 』を県内全39市町村長に郵送しま

。 。した 奈良市長より④のご回答を頂きました
きちんと市民にお返事頂けた奈良市長の誠意
は感じますが、県の立場に遠慮されたのか、
直接のご意見を避けられた形で残念でした。

「少年補導条例」が案として持ち上がった
時、酒井は自分の過去を思わずにはいれませ
んでした。なぜなら酒井も中学生の頃、遅刻
が多く「不登校」も多かったからです。幸い
理解ある先生方や同級生に見守られ立ち直れ
ました。現在それと同じ状態にある多くの生
徒達が「不良行為」と見なされて補導されれ
ば、きっと立ち直れなくなるのではと思いま
す。酒井は心理カウンセラーの資格を取るた
めの勉強中ですが、その中でも今回の条例に
は多くの問題を感じます。

改革派で知られる鳥取県の片山知事が２
月 「人権侵害救済条例」を市民の反対を受、
けて凍結しました。一度成立した条例を凍結
するというのは大変勇気のいる決断でしょう
が、間違いだと気付いた時点で正す、その勇
気はさすがとしか言いようがありません。

７月１日の「少年補導条例」施行までにぜ
ひとも、奈良県知事にもこのような勇気ある
決断を期待しています。市民が声を上げれば
知事に届くはずです。皆さまもぜひ知事にご
意見をお届け下さい。
奈良県庁の電話は ２２－１１０１ です。



★この条例で、例えばこんな行動も
補導されるおそれがあるかも？

・家計を助けるため、高校に通いながらアル
バイトをしていたら、その帰りに補導され、
学校に通報される。
・深夜コンビニに行って食べ物を買うついで
に雑誌を読んでいたら、入ってきた少年補導
員に補導される。
・アイドルの子の水着写真を載っている雑誌
を持っていたら警察官に呼びとめられ、所持
品検査をされ、その雑誌にたまたまヌード写

、 。真があって没収され 学校や親に通報される
・生理痛や頭痛がひどいので、いつも鎮痛剤
を持ち歩いていたら、所持品検査で有害薬物
所持で取り上げられ、親に通報される。
・学校の授業が半日で終わったので、友達と

、 、ゲームセンターに遊びに行ったら 補導され
学校に通報される。
・親とけんかして激しく口論していたら、近
所の人に警察に通報される。

（ペンネーム「スピカ」様より投稿）

【 】ことば
憲法第 条〔個人の尊重、生命・自由・● 13
幸福追求の権利の尊重 ：〕
すべて国民は、個人として尊重される。生命、

自由及び幸福追求に対する国民の権利について
は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国
政の上で、最大の尊重を必要とする。
少年補導：●
少年の非行を防止しまたは少年の福祉をはかる

ために、非行少年・不良行為少年・要保護少年の
発見活動を行い、発見した非行少年・不良行為少
年・要保護少年について捜査や調査をして、その
結果に基づき、関係諸機関に送致・通告あるいは
警察限りの措置をすることや、少年に注意・助言
し、家庭・学校・職場等に連絡して、指導上の注
意・助言等を行うことの総称 （日本評論社 末。

、 ）弘研究所編集 法律時報 昭和 年８月号より53

①
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奈良県議会議長 秋本登志嗣 様
「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江

2-8-15 631-0026奈良市学園緑ヶ丘 〒

0742-44-9196 FAX 0742-47-5672電話 ／

「奈良県少年補導に関する条例 」 要望書（案 についての）

日々、奈良県の発展のためにご努力いただい
ておりますことに感謝いたします。
さて、奈良県警察が今月、定例県議会に提出

した「奈良県少年補導に関する条例（案 」は、）
全国で初めて「補導」の根拠を定めた条例とな
ります。しかし、これについて奈良弁護士会が
憲法第 条後段に抵触する可能性を示唆し、ま13
た少年問題に携わる組織や機関、地域の人たち
等様々な反対の意見が出てきています。
最近多様な研究で、暴力行為や問題行動を起

こす少年の多くは、幼少期から親の暴力や虐待
を受け続け自信や気力を失っていることが明ら
かになってきました。そして周りがそのことに
気付いて問い質しても、少年は親をかばって口
を閉ざすことも分かってきました。条例案では
「粗暴な言動 「学校を遅刻」等の表面上で少年」
を判断していますが、それは少年の一面のみを
見て全体を見ていない判断で、教育的・福祉的
判断ではありません 「保護者に無断で外泊」や。
「同居者の金品を無断で持ち出す」等の家出ら
しきことは、虐待から逃れるための緊急避難的
手段である場合もあり、それを保護者に連絡す
るなら少年の生命身体を危険にさらす恐れもあ
ります。
条例には「正当な理由なく」と前提されてい

ますが、職務質問、捜査等の発見活動の中で疑
わしいと判断し、補導を執行するのは一個人の
警察官の観念や観察であり、少年に対する自由
の拘束として人権侵害になる場合も否定し得ま
せん。これらの裂け難い少年にもたらす不利益
を軽視する条例案は少年法制の理念に対応しな
いと考えます。
思うに、専門的知識を備えた心理カウンセラ

ー的資格者や、日々多くの少年と関わる教育関
係者が、少年の感情や境遇を傾聴しながら助言
指導するのが望ましく、補導は警察官に委ねる
必要性は余りありません。
私たち「奈良市を見まもる会」も上記のよう

な点を問題だと考えますので、下記の通り条例
案に反対します。

記
１、少年補導の警察官の関与は、権力が拡大エ
スカレートする危険性があり、警察権限が強化
されることにつながると思われます。警察が提
案したこの条例案は廃案にして下さい。
２、少年補導員は、県と市町村の教育委員会の
意見を聞いて知事が委嘱して下さい。少年補導
員には教育関係者と心理カウンセラー的資格者
を入れて下さい。
３、補導方針は、教育関係者と心理カウンセラ
ー的資格者の意見を聞きつつ、少年補導員が自

、 。ら決め 互選で代表を決めるようにして下さい

年 月 日② 2006 5 25
奈良県知事 柿本善也 様

「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江
2-8-15 631-0026奈良市学園緑ヶ丘 〒

0742-44-9196 FAX 0742-47-5672電話 ／

「奈良県少年補導に関する条例」についての公開質問書

日々、奈良県の発展のためにご努力いただい
ておりますことに感謝いたします。
さて 「奈良県少年補導に関する条例」につ、

いて私たちは、別紙のような反対の表明をして
きましたが、３月の県議会で可決されました。
この条例は、犯罪に関りのない行為（不登校

・深夜外出など）まで補導の対象とし、子ども
の人権を侵害し、憲法 条に違反する条例で13
す。困難な状況にある子ども達を救い育てる福
祉的な観点がなく、問題があります。
奈良県では少年犯罪が減少し、近畿で一番少

ない県です。なぜ、全国で一番最初に少年補導
条例を制定する必要があるのでしょうか。
鳥取県知事が市民の反対の声を聞き 「人権、

条例」を凍結されたのは勇気ある決断でした。
そこで下記の通りご質問いたします。お忙し

いところを申し訳ありませんが、６月１日まで
に 等でご回答いただきますようお願いいFAX
たします。なお、ご回答は公開させていただき
ます。

記
１、警察が補導できる範囲が広がる点について
どうお考えですか。
２、この条例を凍結しませんか。



③
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長 様

「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江

2-8-15 631-0026奈良市学園緑ヶ丘 〒

0742-44-9196 FAX 0742-47-5672電話 ／

「奈良県少年補導に関する条例」についての要請書

日々、公務に取り組まれご活躍の程、敬意を表
します。
さて、「奈良県少年補導に関する条例」につい

て私たちは、別紙『「奈良県少年補導に関する条
例（案）」についての要望書』のような反対の表明
をしてきましたが、３月の県議会で可決されまし
た。
この条例は、憲法13条に違反する条例です。犯

罪に関りのない行為（不登校・深夜外出など）まで
補導の対象とし、子どもの人権を侵害し、困難な
状況にある子ども達を救い育てる福祉的な観点が
なく、問題があります。
そこで私たちは別紙『「奈良県少年補導に関す

る条例」についての公開質問書』を知事に提出し
ました。
同じ奈良県内で行政に取り組まれる貴殿に

こは、青少年の成育にとって大きな支障となる
の条例の凍結を求めるご意見を表明して頂くよう

。お返事をFAXなどで頂ければ要請いたします
幸いです。

奈市教少 第２２５号④
平成１８年６月１５日

奈良市を見まもる会
代表 酒井孝江 様

奈良市長
藤 原 昭

「奈良県少年補導に関する条例」についての要
請書について（回答）

平成１８年６月１日付けで要請のあったことに
ついては、下記のとおりです。

記
「奈良県少年補導に関する条例」につきまし

ては、３月の奈良県議会で可決、制定されたも
のであり、奈良市として凍結云々を要望する立
場にはございません。
少年の健全育成・非行防止には、早期発見・

早期対応が不可欠であり、この条例が適切に運
用されることによって、少年の健全な育成を図
っていただけるものと期待しております。
なお、補導員の委嘱に当たっては、少年問題

に精通し、少年問題の解決に意欲的に取組んで
いただける方を委嘱し、条例の内容や活動の際
の心構え・対処方法等を十分に研修したうえ
で、補導活動を行っていただきたいと考えてお
ります。

酒井孝江の活動記録

2005年10月8日： 平和・無防備都市条「

例を実現する奈良市民の会」署名集めス

（ ）タートダッシュ集会 ならまちセンター

／15日： 平和・無防備都市条例」署名初「

日集会（県女性センター）／17日：実父

が自宅で死去85歳／19日：身内のみのお

別れ会（公益社富雄）／27日： 奈良市を「

見まもる会」会議（西部公民館）／29日

： わたしたちの24条の会 結成の集い 県「 」 （

女性センター）／「平和・無防備都市条

例」ジャンプ集会（中部公民館）

11月13日： 平和・無防備都市条例」署「

名集め（押熊コープ前）／16日： 24条の「

会」運営委員会（西部公民館）／17日：

奈良市を見まもる会会議／29日：９条会

議

12月11日： 24条の会」連続学習会（奈「

良市男女共同参画センターあすなら）／1

5日：奈良市を見まもる会会議

2006年1月6日：奈良市選挙管理委員会

で証紙受け取る／12日： 24条の会」運営「

委員会／13日： 平和・無防備都市条例」「

案の採決で奈良市臨時議会傍聴、市政記

者室で記者会見／16日： 女の気持ちペン「

グループ」会議（春日ホテル）／「酒井

たかえとともに女性と政治を考える会」

元代表・水田幸一氏のお通夜／19日：奈

良市を見まもる会会議／20日：９条会議

／21日： 平和・無防備都市条例」事務所「

片づけ作業／27日： ペングループ」会議「

（春日ホテル）

2月16日：奈良市を見まもる会会議／20

日： ペングループ」新年会（毎日新聞奈「

良支局）／24日：９条会議

3月5日： 24条の会」講演会（県女性セ「

） 「 」ンター ／12日： 平和・無防備都市条例

総会（ならまちセンター）／16日：奈良

市を見まもる会会議／19日：西部公民館

掃除／24日：９条会議

「 」 （ ）4月7日： 24条の会 会議 西部公民館

／９条会議／8日：奈良市を見まもる会会

議／16日： 憲法９条フェスティバル」文「

化会館／18日：御所市議選で島田幸子さ

んの応援／20日： ペングループ」万葉文「

化館見学／24・27・29日：泉南市長選で

小山広明さんの応援／25日：西部公民館

自主グループ総会／「少年補導条例施行S

TOP！報告決起集会」文化会館

５月7日：会沢芽美ふれ愛コンサート 2「

4条の会」文化会館／18・19日： ペング「

ループ」総会（奈良パークホテル・奈良

観光で二月堂他）／20日：奈良市を見ま

もる会会議／22日： なら女性ネットワー「

ク」研修会（あすなら）／奈良市選挙管

理委員会で供託金返還手続き、法務局／2

5日：奈良県庁県政記者室で記者会見

6月8日： 24条の会」運営委員会（あす「

なら）／17日：奈良市を見まもる会会議



安心して子育てできる街に

母子家庭の４割が生活保護を受けています。産婦人科

医や小児科医の不足が問題になっています。県内で産婦

人科が受け付ける妊婦を地域限定にすると発表されまし

た。

少子化が問題とされ、県主催のお見合いパーティーが

話題になっても、女性が安心して出産、子育てができる

環境はまだまだ整っていません。奈良県の合計特殊出生

率は遂に全国ワースト２位となりました。これは長年の

政治の無策と言えるでしょう。

6奈良市で保育所に入るのを待たされている待機児童は

月 日現在で８３人。２年前の２３２人から大分改善は1
されましたが、働かなければ食べていけない女性のこと

を奈良市はもっと真剣に考えなければいけません。

酒井も１歳になった娘をいつも連れ歩きますが、歩道

の小さな段差でつまずいたり、階段の踊り場にあるトイ

レに入りにくいなど、まだまだ街中には配慮が足りない

と感じることが多いです。赤ちゃんは障がい者と高齢者

につながります。ベビーカーで移動しやすい施設は車い

すも移動しやすいです。

http://narajosei.fc2web.com/
●女性の人権をまもる会 代表 酒井孝江

異議申出結果に納得しました■

昨年７月の市議会議員選挙では、皆さまの

暖かいご支援のおかげで、２票差での次点と

なりました。政治団体「酒井たかえとともに

女性と政治を考える会」は８月 日、奈良15
市選挙管理委員会に異議申出をして票の数え

直しを求めました。選挙自体を認めない「選

挙争訟」と、選挙が有効に行われたことを前

提に誰が正しい当選人かを争う「当選争訟」

がありますが、後者の方です。

３月 日、奈良市選挙管理委員会から異28
議 申 出 へ の 決 定 書 が 来 ま し た 。 投 票 総 数

票の内の無効票 票について、以147,916 5,083
下のような詳細な報告があり、選挙結果に納

得できましたので、異議を続けることを止め

ました。

無効票内訳：候補者でない者又は候補者と

なることができない者の氏名を記載 票、746
二人以上の候補者の氏名を記載 票、候補61
者の氏名のほか他事を記載 票、候補者の19
何人を記載したかを確認し難い 票、白紙36
投票 票、単に雑事を記載 票、単に記2,494 908
号・符号を記載 票。819



「平和・無防備都市条例」（案）が否決されました

総数１４，２８８筆（法定数の昨年、多くの市民が協力して
「平和・無防備都２．４倍以上）の署名を集めて提出された

臨時議会で否決されまし市条例」制定運動は、１月の奈良市
た。とても残念です。

月から 月の署名期間、酒井は実父の死去と出産後の10 11
疲れから甲状腺ホルモンが低下して疲れ切り、署名集めに
はほとんど参加できませんでした。でも多くの皆さまの努
力によってこの署名集め運動は成し遂げられました。

旧西部公民館跡地に
西部市民センター 仮称 を造りましょう！「 （ ）」
現在、奈良市学校教育課が管理し、奈良市学校給食会

だけが使っている旧西部公民館跡地は、教職員の研修所

にされる予定でした。

ところが教職員の研修所を、ＪＲ奈良駅の横の総合セ

ンターに造ることになったということで、学校教育課は

手放す可能性が出てきました。

つまり旧西部公民館跡地にはもう何の予定もなくなる

訳です。今こそ市長に声を上げ、図書館や駅前保育所、

屋上プール（実際に敷地の有効利用として椿井小学校、

佐保川小学校等にもあります）などを入れた「西部市民

センター（仮称 」建設をお願いをする時ではないでしょ）

うか。皆さまのご意見をお待ちしています。

ご意見宛先： 奈良市を見まもる会」代表酒井孝江● 「

2-8-15 631-0026奈良市学園緑ヶ丘 〒

0742-44-9196 FAX0742-47-5672電話

sakai_takae2006@yahoo.co.jp

中心市街地活性
歩いて暮らせる街を

東部市街地はダイエー奈良店閉店で総合スーパーが
無くなりました。高齢の方も多いのに魔法瓶や日常の
靴など日用品を買うのにも不自由しておられる方も多
いのです。その原因となったのが郊外のジャスコ奈良
南店、それなのに商業施設面積約八万二千平方米で駐
車台数４，５００台。西日本最大のイオン大和郡山シ
ョッピングセンター２００８年開店に伴い奈良南店は
閉店予定。市街地周辺、しかも品揃えに限界のある大
安寺イオンにない物は東部市街地の住民に郡山まで行
けということでしょうか。
まちづくり三法：大店立地法・中心市街地活性化法

・改正都市計画法による郊外店規制前の駆け込み設置
ですが、このスクラップ＆ビルドはあまりに住民の生
活を無視したものではないでしょうか。再考を願いま
す。
そして東部市街地や学園前からも電気器具量販店が

撤退。炊飯器やトースーター、電気カミソリのような
小物さえ買う場所が無くなったと嘆いていられる方が
多いのです。生活物品１つに車で遠くに買いに行く。
狭い日本なのにこれほど非効率で無駄使いの街はあり
ません。中心市街地の活性化が必要なのです。今は若
くて車が足代わりだという方もやがては苦になり始め
ます。学園前の電気器具量販店撤退は団地住民の方々
など私たちの生活を直撃するものです。
奈良市はイトーヨーカードー奈良店誘致に努力され

ました。私たちの生活のため歩いて暮らせる街づくり
。に都市計画・税金・誘致など尽力してもいいはずです

（提案：Ｔ Ｋ ）皆様のご意見をお待ちします。 . .
ご意見宛先：●

「奈良市を見まもる会」代表 酒井孝江
2-8-15 631-0026奈良市学園緑ヶ丘 〒

0742-44-9196 FAX0742-47-5672電話
sakai_takae2006@yahoo.co.jp


